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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向と整合する第１の軸線に沿って形成された近位端と、この近位端から前記縦方向
に沿って離間し、且つ前記第１の軸線に対してオフセットされた第２の軸線に沿って形成
された遠位端とを有する開創器本体であって、この開創器本体の少なくとも一部分が開い
ており、それによって前記近位端から前記遠位端に向かって延びるチャンネルを形成する
前記開創器本体と、
　前記開創器本体の前記遠位端に配置されたアンカーレセプタクルであって、このアンカ
ーレセプタクルが、アンカーレセプタクル近位端と、このアンカーレセプタクル近位端か
ら前記第２の軸線に沿って離間したアンカーレセプタクル遠位端とを有し、その結果、前
記第１の軸線が通過しない前記アンカーレセプタクルと、
を有し、
　前記チャンネルは、前記開創器本体の前記近位端から前記アンカーレセプタクル近位端
に向かって開放しており、
　さらに、
　前記アンカーレセプタクルによって担持されたロッキングアセンブリであって、このロ
ッキングアセンブリが、下にある患者のターゲット位置内に押し込まれるように構成され
た骨アンカー、及び前記開創器本体に取り付けるように構成され、その結果、前記骨アン
カーが前記開創器本体に接続可能である前記ロッキングアセンブリを有する開創器アセン
ブリ。
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【請求項２】
　前記開創器本体が前記骨アンカーに接続されたときに、前記ロッキングアセンブリは、
前記骨アンカーに対する前記開創器本体の回転をロックするように又はロック解除するよ
うに構成され、
　前記ロッキングアセンブリがロックされたときに、前記開創器本体は前記骨アンカーに
対して位置的に固定され、
　前記ロッキングアセンブリがロック解除されたときに、前記開創器本体は前記骨アンカ
ーに対して位置的に固定されない請求項１に記載の開創器アセンブリ。
【請求項３】
　前記ロッキングアセンブリは、
　近位端と、この近位端の反対側の遠位端と、この遠位端内に形成された内部容積とを有
するコレットであって、この内部容積が、前記骨アンカーのヘッドを捕捉して保持するよ
うに構成された前記コレットと、
　前記アンカーレセプタクル内に形成された相補的ネジ山と係合するように構成されたネ
ジ山付き外面を有するロッキングキャップと、を有し、
　前記ロッキングキャップへの回転力の印加が、このロッキングキャップを前記アンカー
レセプタクル内に進め、それによって前記コレットに前記骨アンカーの多軸ヘッドとこの
アンカーレセプタクルの間に干渉力を生じさせる、請求項２に記載の開創器アセンブリ。
【請求項４】
　前記コレットは、前記遠位端に形成された複数のスロットを有し、このスロットは、複
数の偏向可能なフィンガを形成する請求項３に記載の開創器アセンブリ。
【請求項５】
　前記コレットの前記近位端は、係合構造が形成された上面を有し、この係合構造は、前
記ロッキングキャップの下面と係合するように構成される請求項３に記載の開創器アセン
ブリ。
【請求項６】
　前記コレットと前記ロッキングキャップの間に配置された楔を更に有し、この楔は、こ
のロッキングキャップが前記アンカーレセプタクル内に進められる時にこのロッキングキ
ャップからこのコレットまで力を分配するように構成される請求項３に記載の開創器アセ
ンブリ。
【請求項７】
　前記ロッキングアセンブリは、アンカーカートリッジ内に配置され、このアンカーカー
トリッジは、前記アンカーレセプタクル内に受け取られるように構成される請求項１に記
載の開創器アセンブリ。
【請求項８】
　前記アンカーカートリッジは、前記アンカーレセプタクル内で軸線方向に調節可能に係
合するように構成される請求項７に記載の開創器アセンブリ。
【請求項９】
　前記アンカーカートリッジは、複数の環状頂部が形成された外面を有し、この環状頂部
は、前記アンカーレセプタクルの相補的係合部材と解除可能に係合するように構成される
請求項８に記載の開創器アセンブリ。
【請求項１０】
　更に、骨アンカーを有する請求項１に記載の開創器アセンブリ。
【請求項１１】
　前記骨アンカーは、多軸ヘッドを有する請求項１０に記載の開創器アセンブリ。
【請求項１２】
　前記開創器本体は、前記骨アンカーの前記多軸ヘッドが前記アンカーレセプタクルに受
け取られる時に、この骨アンカーのこの多軸ヘッドの周りで回転可能に位置決め可能であ
る請求項１１に記載の開創器アセンブリ。
【請求項１３】
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　前記開創器本体は、少なくとも部分的に中空である請求項１に記載の開創器アセンブリ
。
【請求項１４】
　前記開創器本体は、第１の横方向縁部及び第２の横方向縁部を有し、
　前記第１及び第２の横方向縁部は、前記開創器本体の前記近位端から前記開創器本体の
前記遠位端に向かって延び、
　前記開創器本体、前記第１及び第２の横方向縁部は、前記チャンネルを形成し、
　前記開創器本体は、当該開創器本体の前記近位端から前記アンカーレセプタクル近位端
まで開放している請求項１に記載の開創器アセンブリ。
【請求項１５】
　前記開創器本体は、前記遠位端で閉鎖している請求項１４に記載の開創器アセンブリ。
【請求項１６】
　前記開創器本体は、前記近位端及び遠位端の間に中間部分を更に形成する請求項１に記
載の開創器アセンブリ。
【請求項１７】
　前記中間部分は、開放している請求項１６に記載の開創器アセンブリ。
【請求項１８】
　前記中間部分は、前記チャンネルの少なくとも一部分を形成する請求項１７に記載の開
創器アセンブリ。
【請求項１９】
　前記開創器本体は、それを通して形成された開口を有し、この開口は、駆動手段を受け
取るように構成される請求項１８に記載の開創器アセンブリ。
【請求項２０】
　前記中間部分の断面寸法が、前記近位端及び遠位端の間で大きさが変化する請求項１６
に記載の開創器アセンブリ。
【請求項２１】
　前記中間部分の前記断面寸法は、前記近位端及び遠位端の間で大きさが増加する請求項
２０に記載の開創器アセンブリ。
【請求項２２】
　前記中間部分の前記断面寸法は、前記近位端及び遠位端の間で大きさが減少する請求項
２０に記載の開創器アセンブリ。
【請求項２３】
　前記中間部分は、それぞれ前記第１及び第２の軸線に対してオフセットされた第３の軸
線に沿って形成され、
　前記中間部分は、前記近位端及び遠位端の間にオフセット領域を形成する、
　請求項１６に記載の開創器アセンブリ。
【請求項２４】
　前記第１及び第２の軸線は、互いに対して実質的に平行である請求項２３に記載の開創
器アセンブリ。
【請求項２５】
　前記開創器本体は、更に前記近位端及び遠位端の間でそこから外向きに延びる少なくと
も１つのフランジを形成する請求項１に記載の開創器アセンブリ。
【請求項２６】
　前記開創器本体は、当該開創器本体の近位端と当該開創器本体の遠位端との間に延びる
横方向縁部を形成し、
　前記開創器本体は、前記チャンネルに隣接した前記横方向縁部に沿って延びる少なくと
も１つのフランジを有する請求項２５に記載の開創器アセンブリ。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つのフランジは、前記開創器本体の円周上の２つの点の間に形成され
た翼弦に沿って延びる請求項２５に記載の開創器アセンブリ。
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【請求項２８】
　前記少なくとも１つのフランジは、このフランジの遠位端に形成されたタブを有する請
求項２５に記載の開創器アセンブリ。
【請求項２９】
　前記タブは、手術部位内の骨の幾何学形状に可撓的に適合するように構成される請求項
２８に記載の開創器アセンブリ。
【請求項３０】
　前記タブは、可撓性スカートを有する請求項２９に記載の開創器アセンブリ。
【請求項３１】
　前記少なくとも１つのフランジは、手術部位内にアクセス入口の少なくとも一部分を形
成するように構成される請求項２５に記載の開創器アセンブリ。
【請求項３２】
　前記開創器本体は、任意的な付属品を解除可能に係合するように構成された付属品取付
点を形成する請求項１に記載の開創器アセンブリ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願への相互参照〕
　本特許出願は、その全体が引用により本明細書組み込まれる２００９年５月２０日出願
の米国特許仮出願第６１／１７９，９２４号明細書に対する優先権を請求する。
【０００２】
　本発明の開示は、一般的に手術に関し、特に、患者装着式開創器具及びそれを使用する
ための関連の手術方法及び処置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　開創器及び／又はカニューレを使用して、患者の身体の手術部位へのアクセス入口を外
科医に提供することができる。減圧、融合、及び外部固定などのような脊椎処置を含む様
々な低侵襲性処置は、このようなアクセス入口を通じて実施することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これらの処置において典型的に使用する開創器及び／又はカニューレは、多くの場合に
手術台に装着された外部装置を通じて、例えば、手術台装着式開創器フレームに結合され
た調節可能なアームを通じて手術部位内の所定位置に固定すべきである。手術前及び手術
中のこれらの装置の設定、配備、位置決め、及び再位置決めは、厄介で時間を消費する可
能性がある。更に、これらの手術台装着式開創装置に関連付けられたアーム、フレーム、
及び他の構成要素は、典型的に手術部位の周囲の区域に集中し、それによって外科医が手
術するために有する空間を縮小し、外科医が処置を達成するための手段及び／又はハード
ウエアを選択するのに有する柔軟性を制限し、かつ術中撮像を妨げる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施形態により、アンカーレセプタクルがその遠位端に配置された開創器本体を提供
する。アンカーレセプタクルは、開創器本体を骨アンカー上に接続するように構成された
ロッキングアセンブリを担持する。骨アンカーは、下にある患者のターゲット位置内に押
し込まれるように構成される。
【０００６】
　以上の要約、並びに以下の本出願の実施形態の詳細説明は、添付図面と併せて読めばよ
り良く理解されるであろう。本出願の患者装着式開創器システム及び方法を例示するため
に、図面には好ましい実施形態を示している。しかし、本出願は、図示の配置及び／又は
手段通りには限定されないことを理解すべきである。
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【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態によるブレード型の患者装着式開創器アセンブリの斜視図である。
【図２】図１に示すブレード型患者装着式開創器アセンブリの断面図である。
【図３】開創器本体、ロッキングキャップ、中間楔、コレット、及び骨アンカーを含む図
１に示すブレード型患者装着式開創器アセンブリの分解組立図である。
【図４】組立構成における図３に示すロッキングキャップ、中間楔、コレット、及び骨ア
ンカーの斜視図である。
【図５】組立構成における図３に示すロッキングキャップ、中間楔、及びコレットの斜視
図である。
【図６】図３と類似であるが、代替的な実施形態により構成されたブレード型患者装着式
開創器アセンブリの分解組立図である。
【図７】一体型ロッキングキャップを有するコレットを含む代替的な実施形態により構成
されたブレード型患者装着式開創器アセンブリの分解組立図である。
【図８】実施形態により手術部位に配置された２つのブレード型患者装着式開創器アセン
ブリを含む開創器システムの斜視図である。
【図９】図８に示す開創器システムの別の斜視図である。
【図１０】実施形態によるチューブ型患者装着式開創器アセンブリの断面図である。
【図１１】図１０に示すチューブ型患者装着式開創器の遠位端の斜視図である。
【図１２】図１１に示すチューブ型患者装着式開創器の遠位端に固定された可撓性幅木の
斜視図である。
【図１３】実施形態による別のカートリッジの分解組立図である。
【図１４】組立構成における図１３に示すアンカーカートリッジの斜視図である。
【図１５Ａ】アンカーカートリッジが拡張構成でそこに配置された図１０に示すチューブ
型患者装着式開創器の遠位端の斜視図である。
【図１５Ｂ】アンカーカートリッジが完全挿入構成でそこに配置された図１０に示すチュ
ーブ型患者装着式開創器の遠位端の斜視図である。
【図１６】実施形態により手術部位に配置されたチューブ型患者装着式開創器アセンブリ
の斜視図である。
【図１７】図１６に示すチューブ型患者装着式開創器アセンブリの斜視図である。
【図１８】図１６に示すチューブ型患者装着式開創器アセンブリの別の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下の説明では、単に便宜的な目的である一定の専門用語を使用しており、これらは限
定的なものではない。単語「右」、「左」、「上部」、「下部」、「上側」、及び「下側
」は、参照する図面内の方向を示すものである。単語「内向きに」、「外向きに」、「遠
位に」、及び「近位に」は、説明する要素及びその指定部分の幾何学的中心へ向う方向又
はそこから離れる方向を意味する。単語「前部の」、「後部の」、「上位の」、「下位の
」、「横方向の」、「中間の」、「矢状の」、「軸線方向の」、「冠状の」、「頭側の」
、「尾側の」、及び関連の単語及び／又は語句は、参照する人体の好ましい位置及び向き
を示すものであり、限定することを意味するものではない。限定することを意図しない専
門用語は、上記に列挙した単語、その派生語、及び同様の趣旨の単語を含む。
【０００９】
　本明細書に説明するのは、様々な構成及び／又は特徴を有する患者装着式開創器アセン
ブリである。患者装着式開創器アセンブリは、手術処置、例えば、低侵襲性脊椎手術にお
いて使用することができる。患者装着式開創器アセンブリの用途は、以下に限定されるわ
けではないが、椎間板切除術、椎弓切除術、脊椎関節突起切除術、及び椎弓根スクリュー
固定術などを含むことができる。本明細書で説明する様々な患者装着式開創器アセンブリ
に使用する開創器は、手術部位から組織、筋系、及び他の解剖学的形態を後退させ、それ
によって例えば処置を行う外科医によって手術部位内のアクセスを容易にするのに適切な
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あらゆる幾何学形状を使用して構成することができる。患者装着式開創器は、例えば、１
つ又はそれよりも多くの軸線に沿って手術部位内で再位置決め可能にすることができ、従
って、手術部位内での手術作業に付加的な柔軟性及び有用性を提供する。別に定めない限
り、患者装着式開創器、アセンブリ、及びこれらの様々な構成要素は、以下に限定される
わけではないが、チタン、ＴＡＮのようなチタン合金、ステンレス鋼、強化プラスチック
、及び弾性材料など、又はこれらのあらゆる組合せを含む当業技術で公知のあらゆる適切
な生体適合性材料から製造することができる。
【００１０】
　本明細書に説明する患者装着式開創器は、手術部位への再構成可能なアクセスを容易に
する様々な特徴を有することができる。例えば、患者装着式開創器は、これら自体が作成
するチャンネルをそこに形成することができ、又は例えば「アクセス入口」の形態の手術
部位アクセスを提供するように他の開創器の相補的特徴と共に使用することができる。ア
クセス入口は、処置を行う外科医に手術部位へ十分な可視性を提供するように、かつ対応
する処置に必要なあらゆる手段の配備及び／又は利用ために十分な空間を提供するように
構成された手術部位内の露出区域を含むことができる。本明細書で説明する例示的な幾何
学形状は、図１から図９に示す開創器のような「ブレード」型開創器、又は図１０から図
１８に示す開創器のような「チューブ」型又はカニューレ開創器を含む。しかし、これら
の患者装着式開創器の幾何学形状は、単に例示に過ぎず、本発明の開示の範囲はこれに限
定すべきではない点に注意すべきである。代替の患者装着式開創器の幾何学形状は、本発
明の開示の精神及び範囲から逸脱することなく当業者が考え出すことができる。
【００１１】
　図１～図３を参照すると、患者装着式開創器アセンブリ１００の例示的な実施形態は、
ブレード型開創器１０２と、開創器１０２に接続することができる装着ポスト１１５（例
えば、骨アンカー１１６）と、コレット１２８、中間楔１４４、及びロッキングキャップ
１３８のようなロッキング構成要素を含むロッキングアセンブリ４００とを含む。以下の
説明から認められるように、図１から図９に示すブレード型開創器１０２の幾何学的特性
は、ブレード型患者装着式開創器に１つの設計の実施例を提供するが、あらゆる代替の幾
何学形状を必要に応じて使用することができる。ブレード型開創器１０２は、近位端１０
４ａ、近位端の反対側の遠位端１０４ｂ、及び近位端及び遠位端１０４ａ及び１０４ｂの
間に形成された中間部分１０４ｃを有するほぼ円筒形の開創器本体１０４の形態の開創器
部材を含む。例示的な実施形態に示す本体のほぼ円筒形の幾何学形状は、単に例示的な本
体の幾何学形状であり、本体１０４に対してあらゆる他の本体幾何学形状及び／又は本体
形状を必要に応じて使用することができるとすべきである。開創器１０２の本体１０４は
、照明装置及び吸引器具などのような任意的な付属品を解除可能に受け取るように構成す
ることができる１つ又はそれよりも多くの付属品取付点を更に含むことができる。
【００１２】
　中間部分１０４ｃは、近位端及び遠位端１０４ａ及び１０４ｂそれぞれの間に配置され
たオフセット領域１０５を形成することができる。例えば、近位端１０４ａは、第１の軸
線Ａ１上の中心に配置され、遠位端１０４ｂは、第１の軸線に対してオフセットされた第
２の軸線Ａ２上の中心に配置される。例示的な実施形態では、中間部分１０４ｃは、両方
の軸線Ａ１及びＡ２に対してオフセットされた軸線Ａ３上の中心に配置され、それによっ
て近位端１０４ａと遠位端１０４ｂの間の及びそれらに対する本体１０４のオフセット領
域１０５を形成する。軸線Ａ１及びＡ２の間のオフセットの程度は、開創器の予想される
用途に従って、例えば、患者内の特定の手術部位の位置に従って、及び特定の患者の体格
及び／又は解剖学的構造に従ってなどで調節することができる。図１～図３に示す例示的
な実施形態において示した軸線Ａ１及びＡ２の間のオフセットの程度は、単に例示的なオ
フセットに過ぎず、本発明の開示の範囲はこれに限定すべきではない点に注意すべきであ
る。例えば、代替的な実施形態では、軸線Ａ１及びＡ２は、一致する場合がある（すなわ
ち、オフセット領域がない場合がある）。別の代替的な実施形態では、１つ又はそれより
も多くの追加軸線に沿って形成された中間部分１０４ｃのオフセット領域１０５内に１つ
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よりも多くの又は様々な程度のオフセットが存在する場合がある。更に、軸線Ａ１及びＡ
２は、垂直かつ実質的に平行として描かれ、かつ軸線Ａ１、Ａ２、及びＡ３は、単一平面
内に全て形成されているが、軸線Ａ１及びＡ２は、互いに対して平行でない可能性があり
、及び／又は代替的な実施形態において異なる平面内に形成される可能性があり、かつ得
られる患者装着式開創器の幾何学形状が依然として本発明の開示の範囲と考えられる点に
注意すべきである。
【００１３】
　ブレード型患者装着式開創器１０２の本体１０４の少なくとも一部分は、中空とするこ
とができ及び／又は開放することができる。例えば、図１～図３に示す例示的な実施形態
では、ブレード型開創器１０２の本体１０４は、遠位端１０４ｂにおいて閉鎖し、オフセ
ット領域１０５にわたって中間部分１０４ｃにおいて中空で開いており、近位端端１０４
ａにおいて中空で開いており、対向する横方向縁部１１７を有する湾曲プレート１１１を
形成する。代替的な実施形態では、開創器１０２の本体１０４は、近位端及び遠位端１０
４ａ及び１０４ｂそれぞれの間で中実にすることができ、近位端１０４ａにおいて中実に
することができ及び／又は閉鎖することができ、遠位端１０４ｂにおいて中実にすること
ができ及び／又は閉鎖することができ、又はこれらのあらゆる組合せとすることができる
。
【００１４】
　ブレード型患者装着式開創器１０２の本体１０４は、近位端１１３ａと、近位端１１３
ａの反対側の遠位端１１３ｂと、横方向縁部１１３ｃとを形成するフランジ本体１１３を
含むフランジ１１２の形態の補助開創器部材を含むことができる。例示的な実施形態では
、フランジ１１２は、本体１０４の近位端及び遠位端１０４ａ及び１０４ｂの間で横方向
縁部１１７のうちの一方から外向きに延びる。フランジ１１２は、必要に応じてあらゆる
方向に本体１０４から外向きに延びることができる。例えば、フランジ１１２は、本体１
０４の外周から接線方向に延びることができ、本体１０４の円周上の２つの点の間に形成
された翼弦に沿って外向きに又は必要に応じてあらゆる他の方向に延びることができる。
例示的な実施形態では、横方向縁部１１３ｃは、軸線Ａ１及びＡ２と基本的に平行である
垂直なプロフィールを有する。代替的な実施形態では、横方向縁部は、軸線Ａ１、Ａ２、
及び／又はＡ３に対してオフセットされた軸線に沿って形成することができ、１つ又はそ
れよりも多くの湾曲区画を有することができ、そこからの切り欠き区画を有することがで
き、又はこれらのあらゆる組合せとすることができる。
【００１５】
　フランジ１１２の平面によって形成されるようなフランジ１１２の垂直な輪郭は、近位
端及び遠位端１０４ａ及び１０４ｂの間で本体１０４の形状に適合することができ、又は
本体の幾何学形状とは関係なく形成することができる。図１から図３に示す例示的な実施
形態では、フランジ１１２の垂直な輪郭は、基本的にそれが延びる横方向縁部１１７と同
一平面上にある。しかし、図１から図３に示すフランジ１１２の幾何学形状は、単に例示
に過ぎず、本発明の開示の範囲はこれに限定すべきではない点に注意すべきである。例え
ば、フランジ１１２のフランジ本体１１３は、本体１０４に対して１つ又はそれよりも多
くの軸線に沿って及び／又は１つ又はそれよりも多くの平面内に形成された１つ又はそれ
よりも多くの曲げを有する区画及び／又は湾曲の区域、凹部及び／又は凸部の区域、又は
これらのあらゆる組合せを示すことができる。フランジ１１２の幾何学形状は、患者内の
特定の手術部位の位置に従って、特定の患者の体格及び／又は解剖学的構造に従ってなど
で一部は判断することができる。代替的な実施形態では、ブレード型患者装着式開創器１
０２の本体１０４は、１つよりも多くのフランジ１１２（図示せず）を形成することがで
きる。このような実施形態では、フランジ１１２は、互いに対して同様の又は異なる幾何
学形状、垂直な輪郭、その他で構成することができる。
【００１６】
　フランジ１１２は、フランジ本体１１３から延び、特に、フランジ本体１１３の遠位端
１１３ｂから遠位に延びる１つ又はそれよりも多くのタブ１１４を有することができる。
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タブ１１４は、ブレード型開創器が手術部位に位置決めされて装着される時に表皮及び筋
系などの後退を補助するように構成することができる。例えば、タブ１１４は、開創器１
０２が手術部位に挿入される時に、骨の解剖学的構造に可撓的に適合するように構成する
ことができ、骨の解剖学的構造に適合する際にすくい上げるアクションを行い、そうでな
ければ手術部位への可視性を遮る可能性がある骨の表面に近接して位置する材料を後退さ
せることができる。１つよりも多くのタブ１１４が望ましい場合、一連のスロット（図示
せず）をタブ１１４及び／又はフランジ本体１１３の遠位端１１３ｂ内に形成することが
でき、それによって複数のタブを形成する。開創器本体１０４及び／又はフランジ１１２
の材料特性が望ましいレベルの可撓性を示さない場合、適切な弾性材料で作られた可撓性
幅木の１つ又はそれよりも多くの区画をタブ１１４の代わりにフランジ本体１１３の遠位
端１１３ｂに取り付けることができる。フランジ１１２に対するタブ１１４の形状及び幾
何学形状は、必要に応じて、例えば、特定の患者の体格及び／又は解剖学的構造などに従
って構成することができる。
【００１７】
　ブレード型患者装着式開創器１０２の本体１０４は、チャンネル１１０を形成すること
ができる。チャンネル１１０は、患者装着式開創器が患者に装着される時に手術部位にア
クセスするように構成することができる。チャンネル１１０は、単独又はフランジ１１２
のような開創器の追加開創器部材と共に本体１０４によって形成することができる。この
点で、チャンネル１１０は、本体１０４によって少なくとも部分的に形成されると言うこ
とができる。チャンネル１１０は、必要に応じてあらゆる適切な形状、幾何学形状、長さ
、その他を定めることができる。例えば、図１～図３に示す例示的な実施形態では、チャ
ンネル１１０は、本体の近位端１０４ａにある開口部と閉鎖遠位端１０４ｂの間の本体１
０４の中空部分によって縦方向に、かつフランジ１１２の表面に沿って外向きに形成され
る。チャンネル１１０は、患者に装着する時に手術部位に対して可視性及び器具アクセス
を提供するように構成することができ、それによって手術部位においてアクセス入口１５
８を作成する。２つ又はそれよりも多くのブレード型患者装着式開創器アセンブリ１００
を含む開創器システム３００を使用して、図８及び図９に示して以下でより詳細に説明す
るように様々なサイズ及び／又は幾何学形状のアクセス入口１５８を作成することができ
る。
【００１８】
　ブレード型患者装着式開創器１０２は、開創器の本体１０４を装着ポスト１１５に接続
することによって患者に装着することができる。装着ポスト１１５は、手術部位の患者に
取外し可能に挿入するのに適するあらゆる型のファスナ、例えば、骨アンカー、くぎ、及
び椎弓根装着ポストなどとすることができる。図１から図９に示す例示的な実施形態では
、装着ポスト１１５は、骨アンカー１１６である。好ましい実施形態では、ブレード型開
創器１０２及び装着ポスト１１５は、開創器１０２が装着ポスト１１５に接続される時に
開創器が装着ポスト１１５の周りで多軸的に回転されるか又は位置決め可能であることを
可能にするように構成される。装着ポスト１１５の周りの開創器の回転は、手術部位にお
いてその有用性を最大にするのに必要である時に、開創器１０２を外科医が最初に位置決
めし、続いて必要に応じて再位置決めすることを可能にすることができる。代替的な実施
形態では、開創器本体１０４及び装着ポスト１１５は、手術部位において開創器１０２を
挿入する前に互いに対して剛的に固定することができる。
【００１９】
　開創器アセンブリ１００は、ブレード型患者装着式開創器１０２の本体１０４を骨アン
カー１１６に接続することができる装着部材１０３を更に含むことができる。装着部材１
０３は、本体１０４に取り付けられ、及び／又はこの中に形成することができる。図１か
ら図３に示す例示的な実施形態では、装着部材１０３は、アンカーレセプタクル１０６で
ある。アンカーレセプタクル１０６は、近位端１０６ａ及び近位端の反対側の遠位端１０
６ｂを含む。アンカーレセプタクル１０６は、本体１０４内に形成することができ、又は
そうでなければ本体１０４に取り付けることができる。図１から図３に示す例示的な実施
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形態では、アンカーレセプタクル１０６は、本体１０４の遠位端１０４ｂによって形成さ
れる。アンカーレセプタクル１０６は、ブレード型開創器１０２が接続することになる装
着ポスト１１５のタイプに従って構成することができる。例えば、アンカーレセプタクル
１０６は、骨アンカー１１６のヘッドを受け取るように構成された開口１０８をそこに形
成することができる。代替的な実施形態では、アンカーレセプタクル１０６は、遠位端１
０６ｂ内に形成され、チューブ型患者装着式開創器２０２を参照して以下でより詳細に説
明するアンカーカートリッジ２１２を受け取るように構成された内腔（図１０に示す内腔
２１０のような）を有することができる。開創器アセンブリ１００の追加構成要素、例え
ば、ロッキングアセンブリ４００の構成要素も、アンカーレセプタクルの開口１０８内に
配置することができる。
【００２０】
　図１～図３に示す例示的な実施形態では、アンカーレセプタクル１０６の遠位端１０６
ｂは、遠位端１０６ｂにおいてソケット１０６ｃを形成するように近位端１０６ａに対し
て開放してテーパ付きに又はそうでなければ狭くすることができる。ソケット１０６ｃは
、以下でより詳細に説明するように、コレット１２８を保持するように構成することがで
きる。代替的に、ソケット１０６ｃは、骨アンカー１１６のヘッド１２０を保持するよう
に構成することができる。アンカーレセプタクル１０６は、単に例示的にアンカーレセプ
タクルの位置として本体１０４の遠位端１０４ｂに配置することができ、かつアンカーレ
セプタクル１０６は、必要に応じて本体１０４上のあらゆる位置に形成及び／又は取り付
けることができる点に注意すべきである。
【００２１】
　骨アンカー１１６は、縦方向に対向する近位端及び遠位端１１８ａ及び１１８ｂそれぞ
れを形成するシャフト１１８と、シャフト１１８の近位端１１８ａに結合されたヘッド１
２０とを含む。螺旋状ネジ山１１８ｃが、近位端及び遠位端１１８ａ及び１１８ｂそれぞ
れの間で実質的に全シャフトに沿ってシャフト１１８の周囲に周方向に延びている。螺旋
状ネジ山１１８ｃは、下にある骨と係合するように構成される。一実施形態では、ネジ山
１１８ｃは、近位端及び遠位端の間で実質的に一定のままである外径を定めることができ
る。代替的な実施形態では、ネジ山１１８ｃによって定められた外径は、近位端１１８ａ
における外径が遠位端１１８ｂにあるネジ山の外径よりも大きいように、又は近位端１１
８ａにおける外径が遠位端１１８ｂにあるネジ山の外径よりも小さいように、シャフトの
長さにわたって異なる場合がある。骨アンカー１１６のシャフト１１８は、骨アンカー１
１６がそれを患者内の所定位置内に押し込む時に骨アンカー１１６の軌道を誘導するため
にガイドワイヤを受け取ることができるように管状にすることができる。
【００２２】
　ヘッド１２０は、近位端１２２ａと、近位端の反対側の遠位端１２２ｂと、湾曲外面１
２２ｃとを形成する環状本体１２２を含む。環状本体１２２は、近位端及び遠位端１２２
ａ及び１２２ｂそれぞれのいずれよりも近位端及び遠位端の間の位置において大きい直径
又は断面寸法を有する球のセグメントの形状に形成することができる。球のセグメントの
形状に環状本体１２２を形成することにより、骨アンカー１１６のヘッド１２０の周りの
多軸回転を可能にする。ヘッド１２０は、必要に応じてあらゆる他の適切な形状を取るこ
とができる点に注意すべきである。ヘッドの遠位端１２２ｂは、シャフトの近位端１１８
ａに形成され、及び／又は直接に又はネック１２４を通じて間接にそのいずれかでそこに
結合される。ヘッドには、駆動手段（図示せず）の相補的駆動特徴部と係合するように構
成された駆動特徴部１２６を例えば近位端１２２ａでそこに形成することができる。
【００２３】
　上述のように、好ましい実施形態では、開創器１０２は、開創器１０２が装着ポスト１
１５に接続される時に装着ポスト１１５の周りで多軸方向に位置決め可能にすることがで
きる。開創器アセンブリ１００は、ロッキングアセンブリ４００を含むことができ、これ
は、開創器本体１０４に接続することができ、例えば、アンカーレセプタクル１０６内に
配置することができる。ロッキングアセンブリ４００は、コレット１２８、ロッキングキ
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ャップ１３８、及び中間楔１４４を含むことができる。ブレード型開創器１０２が装着ポ
スト１１５、例えば、骨アンカー１１６に接続され、手術部位内で必要に応じて位置決め
されている時に、開創器本体１０４は、ロックした構成にロッキングアセンブリ４００を
係合させることによって装着ポスト１１５に対して位置的に固定することができる。
【００２４】
　コレット１２８は、近位端１３０ａと、近位端の反対側の遠位端１３０ｂと、凹状内面
１３０ｃと、対向する凸状外面１３０ｄとを形成する環状本体１３０を含む。環状本体１
３０は、近位端及び遠位端１３０ａ及び１３０ｂのいずれかよりも近位端及び遠位端の間
の位置において大きい直径又は断面寸法を有する球のセグメントの形状を形成することが
できる。
【００２５】
　凹状内面１３０ｃは、骨アンカー１１６のヘッド１２０がコレット１２８に受け取られ
る時に、凹状内面１３０ｃが湾曲外面１２２ｃと係合することになるように、骨アンカー
１１６のヘッド１２０の湾曲外面１２２ｃと実質的に適合する球形を形成することができ
る。ソケット１０６ｃの内面は、コレット１２８の凸状外面１３０ｄの球状の体積と大き
さが実質的に同じか又は大きさがこれよりも僅かに大きい球状の体積を有する球のセグメ
ントの形状に構成することができる。環状本体１３０は、環状本体１３０の遠位端１３０
ｂ内に形成された複数の周方向に離間した保持フィンガ１３２を更に含む。保持フィンガ
１３２は、周方向に隣接するフィンガ１３２が、遠位端１３０ｂから本体１３０に近位に
上方に延びるスロット１３４によって分離されるように構成される。
【００２６】
　保持フィンガ１３２は、骨アンカー１１６のヘッド１２０を保持するように構成される
。コレット１２８が、骨アンカー１１６のヘッド１２０上に最初に配置される時に、保持
フィンガ１３２は偏向し、ヘッド１２０の湾曲外面１２２ｃに沿ってコレットの中心から
外向きに広がる。フィンガ１３２の遠位端にある先端が、近位端及び遠位端１２２ａ及び
１２２ｂの間の最大直径を有する湾曲外面１２２ｃの一部分を超えて移動した状態で、フ
ィンガ１３２は、元の形状に「スナップ式」に戻り、従って、スナップ装着を通じてコレ
ット１２８内に骨アンカーのヘッド１２０を解除可能に保持する。ソケット１０６ｃの球
状の内面は、コレット１２８を骨アンカー１１６のヘッド１２０の上の所定位置にスナッ
プ式に置くことに適合するように十分な大きさにされ、一方、コレットから骨アンカーを
取り外すために、コレット及び骨アンカーは、アンカーレセプタクル１０６内に配置され
る。
【００２７】
　コレット１２８は、ロッキングキャップ１３８及び中間楔１４４によってアンカーレセ
プタクルの開口１０８に保持することができる。コレット１２８は、環状本体１３０の近
位端１３０ａに形成された環状リング１３６を含む。環状リング１３６は、中間楔１４４
の下面１４６ｂ又はロッキングキャップ１３８の底面と係合するように、かつアンカーレ
セプタクル１０６の開口１０８内にコレットの軸線方向アラインメントを提供するように
構成される。ロッキングキャップ１３８は、近位端１４０ａと近位端の反対側の遠位端１
４０ｂとを形成する本体１４０を含む。アンカーレセプタクル１０６の近位端１０６ａに
ある開口１０８の表面に形成された相補的ネジ山１０６ｄと係合するように構成された螺
旋状ネジ山１４０ｃは、近位端及び遠位端の間で実質的な本体の全体に沿って本体１４０
の周囲に周方向に延びる。ロッキングキャップ１３８には、例えば、近位端１４０ａにお
いて駆動特徴部１４２を形成することができる。駆動特徴部１４２は、駆動手段（図示せ
ず）の相補的駆動特徴部と係合するように構成される。ロッキングキャップ１３８は、そ
れを通って形成された縦方向開口１４０ｄを有することができる。開口１４０ｄは、中間
楔１４４の隆起カラー１４８を受け取るように構成される。ロッキングキャップ１３８は
、アンカーレセプタクル１０６から取外し可能であるように構成することができ、又は代
替的にアンカーレセプタクル１０６内に捕捉され、及び従って取り外し不能であるように
構成することができる。
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【００２８】
　中間楔１４４は、コレット１２８とロッキングキャップ１３８の間の位置でアンカーレ
セプタクル１０６の開口１０８内に配置することができる。中間楔１４４は、本体の近位
端にある上面１４６ａと本体の遠位端にある対向する下面１４６ｂとを形成するほぼ円筒
形の本体１４６を含む。本体１４６は、本体１４６の近位端にある上面１４６ａから上方
に延びる隆起カラー１４８を更に含み、このカラーは、ロッキングキャップ１３８の縦方
向開口１４０ｄ内に受け取られるように構成される。縦方向開口１５０は、隆起カラー１
４８及び本体１４６を通って延びることができる。開口１５０は、ガイドワイヤが通過す
ることを可能にするほど十分大きい直径を有することができる。中間楔１４４は、近位端
及び遠位端１４６ａ及び１４６ｂの間の本体１４６の外面上に形成された１つ又はそれよ
りも多くの隆起頂部１５２を有することができる。隆起頂部１５２は、アンカーレセプタ
クル１０６の開口１０８の表面に形成された相補的スロット（図示せず）と摺動可能に係
合するように構成することができる。隆起頂部１５２は、アンカーレセプタクル１０６の
相補的スロットと摺動可能な係合状態で受け取られる時に、開口１０８内の中間楔１４４
の回転を防止する。
【００２９】
　本体１４６の下面１４６ｂは、コレット１２８の環状リング１３６と係合するように構
成された比較的平たい平面として構成することができる。代替的な実施形態によると、コ
レット１５４（図６に示すような）は、ロッキングアセンブリ４００においてコレット１
２８を置換し、中間楔１４４は、結果的にとしてコレット１５４の球状の上面と係合する
ように構成された実質的に凹状の下面１４６ｂで構成することができ、それによってコレ
ット１２８と中間楔１４４の間の表面積接触のマグニチュードに対して、コレット１５４
と中間楔１４４の間の表面積接触のマグニチュードを高める。コレットと中間楔の間の表
面積接触のマグニチュードを高めることにより、ロッキングアセンブリ４００をロックし
た構成に起動する時に、結果としてロッキングアセンブリ４００のロッキング構成要素の
間により堅牢なインタフェースをもたらすことができる。
【００３０】
　ブレード型患者装着式開創器１０２を使用する例示的な方法において、装着ポスト１１
５、例えば、骨アンカー１１６は、手術部位で患者の下にあるターゲット位置１０７に挿
入される。ターゲット位置１０７は、椎体Ｖ１のような下にある骨とすることができる。
一実施形態によると、ターゲット位置１０７は、椎体Ｖ１の椎弓根Ｐ１である。次に、ブ
レード型開創器１０２は、骨アンカー１１６のヘッドに接続することができる。ブレード
型開創器１０２は、開創器の遠位端１０４ｂに配置されたアンカーレセプタクル１０６を
有することができる。アンカーレセプタクルは、その中に配置されたロッキング構成要素
、例えば、コレット（例えば、コレット１２８又は１５４）、中間楔１４４、及びロッキ
ングキャップ１３８を有することができる。ロッキングアセンブリ４００のこれらのロッ
キング構成要素の一部は、以下でより詳細に説明するように省略することができる点に注
意すべきである。ブレード型患者装着式開創器の配備を助けるために、ガイドワイヤの挿
入を通じて骨アンカーのための望ましい挿入点を最初に位置付けることが望ましい場合が
ある。次に、骨アンカー１１６の管状バージョンが、ガイドワイヤの上で手術部位に挿入
され、骨アンカー１１６の軌道をそれが望ましい手術位置内に押し込まれる時に案内する
ことができる。ガイドワイヤはまた、アンカーレセプタクル１０６及びそこに配置された
ロッキングアセンブリ４００を通過し、骨アンカーのヘッドとのコレットのアラインメン
トを案内するのに使用することができる。
【００３１】
　開創器１０２は、骨アンカー１１６のヘッド１２０の上でアンカーレセプタクル１０６
に配置されたコレット１２８をスナップ装着することによって骨アンカー１１６に接続す
ることができる。開創器本体１０４が、骨アンカー１１６のヘッド１２０に接続される時
に、開創器１０２は、骨アンカー１１６のヘッド１２０の周りで回転可能に位置決め可能
にすることができる。ブレード型開創器１０２が、手術部位にある望ましいアクセス入口
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１５８を提供するように位置決めされた状態で、開創器本体１０４は、ロックした構成に
ロッキングアセンブリ４００を起動させることによって骨アンカー１１６に対して固定す
ることができる。単一のブレード型開創器１０２を使用してアクセス入口１５８を形成す
ることができるが、２つ又はそれよりも多くのブレード型開創器が図８及び図９に示すよ
うに手術部位に配備される時に、より大きな柔軟性が達成される。図８及び図９において
、２つのブレード型開創器アセンブリ１００を含む開創器システム３００は、それぞれの
開創器１０２が対向するように手術部位において互いに離間するそれぞれのターゲット位
置１０７に装着される。特に、開創器１０２は、それぞれのチャンネル１１０が手術部位
にあるアクセス入口１５８を形成するように、互いに面するように位置決めされる。アク
セス入口１５８は、ロックしていない構成に開創器アセンブリ１００の一方又は両方のロ
ッキングアセンブリ４００を解除することにより、例えば、処置の過程で再構成可能であ
り、必要に応じてアクセス入口１５８を再構成するために開創器１０２の一方又は両方を
再位置決めし、次に、ロックした構成にそれぞれの開創器アセンブリ１００又は複数のア
センブリ１００のロッキングアセンブリ４００を再起動させ、それによってこれらの新た
な位置でそれぞれの開創器１０２又は複数の開創器１０２を固定する。
【００３２】
　例えば、コレット１２８又は１５４、中間楔１４４、及びロッキングキャップ１３８を
使用してブレード型患者装着式開創器１０２のロッキングアセンブリ４００を起動させる
１つの実施例において、駆動手段は、対応する開創器１０２のチャンネル１１０に挿入す
ることができ、かつロッキングキャップ１３８に印加された回転駆動力は、それによって
コレット１２８の方向にアンカーレセプタクル１０６内の遠位又は下向き方向にロッキン
グキャップ１３８を進める。チャンネル１１０へのアクセスが、開創器１０２の本体１０
４の幾何学形状によって遮断される場合、器具開口１０４ｄを本体１０４内に形成するこ
とができる。開口１０４ｄは、駆動手段によってアンカーレセプタクル１０６へのアクセ
スを可能にするように構成することができる。中間楔１４４が、ロッキングキャップ１３
８とコレット１２８の間に配置される場合、前進ロッキングキャップ１３８は、下向きの
力を中間楔１４４に伝達することになり、中間楔１４４をアンカーレセプタクル１０６内
の遠位又は下向き方向に進める。中間楔１４４が進む時に、楔１４４の下面１４６ｂは、
コレット１２８の近位端と接触し、それによって下向きの力をコレット１２８に伝達し、
保持フィンガ１３２をアンカーレセプタクル１０６の遠位端１０６ｂにあるソケット１０
６ｃの内面に干渉させ、かつ骨アンカー１１６のヘッド１２０の周囲で圧潰させ、それに
よってコレット１２８と骨アンカー１１６の間のクラッシュロックを通じて骨アンカー１
１６のヘッド１２０に対して所定位置にアンカーレセプタクル１０６、及び従って開創器
本体１０４を固定する。
【００３３】
　処置を行う外科医がブレード型患者装着式開創器１０２を再位置決めすることが望まし
い場合、ロッキングアセンブリ４００の起動中に印加された力と反対方向の回転駆動力を
印加し、そのロックしていない構成にロッキングアセンブリ４００を解除することができ
、それによって骨アンカー１１６に対して開創器１０２の多軸位置決めを再度有効にする
。開創器１０２が必要に応じて再位置決めされる時に、ロッキングアセンブリ４００は、
上述のようなそのロックした構成に再び起動され、骨アンカー１１６のヘッド１２０に対
して所定位置で開創器１０２を再ロックすることができる。ブレード型患者装着式開創器
１０２は、ロッキングアセンブリ４００を解除して上向きの力を開創器本体１０４に印加
することにより手術部位から取り外すことができ、それによってコレット１２８を骨アン
カー１１６のヘッド１２０から係合解除させる。骨アンカー１１６は、手術部位から取り
外すことができ、又は例えば底部装荷式椎弓根スクリューアセンブリの骨アンカー要素と
して再利用することができる。この例示的な方法は、単にブレード型患者装着式開創器の
使用に関連して説明するが、単一処置中にチューブ型患者装着式開創器と共にブレード型
患者装着式開創器を使用することができる点に注意すべきである。
【００３４】
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　上述のように、ロッキングアセンブリ４００の様々な実施形態は、上述のロッキング構
成要素の１つ又はそれよりも多くを省略することができる。例えば、一部の実施形態では
中間楔１４４を省略することができる。中間楔１４４が省略される時に、ロッキングキャ
ップ１３８の下面は、ロッキングキャップ１３８がアンカーレセプタクル１０６において
進む時にコレット１２８と直接に接触する。中間楔１４４がそのように省略される実施形
態では、近位端１３０ａにあるコレット１２８の上面には、ロッキングキャップ１３８が
進む時にロッキングキャップ１３８の下面と係合するように構成された係合構造を形成す
ることができ、それによって下向きの力をロッキングキャップ１３８からコレット１２８
まで伝達する。ロッキングキャップ１３８の下面には、ロッキングキャップ１３８が進む
時にコレット１２８の上面と係合するように構成された係合構造を同様に形成することが
できる。代替的に、ロッキングキャップ１３８の下面及びコレット１２８の上面の両方に
は、相補的係合構造を形成することができる。ロッキングアセンブリ４００の別の代替的
な実施形態によると、ロッキングキャップ１３８及びコレット１２８は、図７に示す一体
のロッキングコレット１５６に組み合わせることができる。
【００３５】
　開創器本体１０４を骨内部成長１１６に対して所定位置にロックすることは、アンカー
レセプタクル１０６内に配置されたロッキングアセンブリ４００を参照して説明してきた
が、本発明の開示の範囲は、これに限定すべきではない点に注意すべきである。例えば、
開創器本体１０４は、代替的に骨アンカー１１６に接続することができ、及び／又は代替
的に構成されたロッキングアセンブリを通じて骨アンカー１１６に対して所定位置にロッ
クすることができる。例えば、骨アンカー１１６のヘッド１２０の湾曲外面１２２ｃには
、アンカーレセプタクル１０６の遠位端１０６ｂ内に形成された相補的ネジ山と係合する
ように構成された螺旋状ネジ山を形成することができる。代替的に、骨アンカー１１６の
ヘッド１２０及びアンカーレセプタクル１０６は、これらの中に配置されたボール及び戻
り止め特徴部を有することができ、それによって開創器本体と骨アンカーの間の所定の角
度設定と、ツールの要らない調節とを提供する。勿論、あらゆる他の構成要素及び／又は
機械を使用して、ブレード型開創器を骨アンカーに接続し、及び／又は必要に応じて骨ア
ンカーに対して所定位置で開創器の位置をロックすることができる。
【００３６】
　ここで図１０～図１８を参照すると、患者装着式開創器アセンブリ２００は、実施形態
により構成することができる。開創器アセンブリ２００は、チューブ型開創器２０２、装
着ポスト１１５、装着ポスト１１５を開創器２０２に固定するように構成されたロッキン
グアセンブリ５００、及び装着ポスト１１５に対して開創器２０２の軸線方向平行移動を
もたらすように構成され、かつロッキングアセンブリ５００の構成要素を担持することが
できるアンカーカートリッジ２１２を含むことができる。以下の説明から認められるよう
に、図１０～図１８に示すチューブ型開創器２０２の本体幾何学的特性は、チューブ型患
者装着式開創器のための１つの設計の実施例を提供するが、代替の本体幾何学形状を必要
に応じて使用することができる。チューブ型開創器２０２は、近位端２０４ａ、近位端の
反対側の遠位端２０４ｂ、及び近位端２０４ａと遠位端２０４ｂの間に配置された中間部
分２０４ｃを形成するほぼチューブ状の開創器本体２０４を含む。開創器２０２は、縦軸
線Ａ４に沿って本体２０４を通して形成された少なくとも１つの内腔２０６を更に含む。
内腔２０６は、本体２０４の近位端２０４ａにある第１の開口部２０６ａ、本体２０４の
遠位端２０４ｂに配置された第２の開口部２０６ｂ、並びに第１の開口部２０６ａと第２
の開口部２０６ｂの間の中間部分２０６ｃを形成する。内腔２０６は、内腔２０６が、手
術処置中に使用すべき手段の配備及び／又は利用ための手術部位及び空間に可視性を提供
することができるという点で、ブレード型患者装着式開創器１０２によって形成されたチ
ャンネル１１０及び／又はアクセス入口１５８と同様な用途に役立てることができる。代
替的な実施形態では、２つ又はそれよりも多くの内腔２０６は、チューブ型開創器の本体
２０４内に形成することができる。開創器２０２の本体２０４は、照明装置及び吸引器具
などのような任意的な付属品を解除可能に受け取るように構成することができる１つ又は
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それよりも多くの付属品取付点を更に含むことができる。
【００３７】
　内腔の断面寸法は、近位端及び遠位端２０６ａ及び２０６ｂそれぞれの間で異なる可能
性がある。例えば、断面寸法は、内腔２０６の直径とすることができる。図示の実施形態
では、第１の開口部２０６ａは、第２の開口部２０６ｂの直径よりも大きい大きさの直径
を有する。内腔２０６の直径は、第１の開口部２０６ａから第２の開口部２０６ｂまで中
間部分２０６ｃに沿って漸次的に減少する。代替的な実施形態では、第１の開口部２０６
ａは、第２の開口部２０６ｂの直径よりも小さい大きさの直径を有することができ、内腔
２０６の直径は、第１の開口部から第２の開口部まで中間部分２０６ｃに沿って漸次的に
増加することができる。別の実施形態では、第１及び第２の開口部２０６ａ及び２０６ｂ
は、等しい大きさの直径を有することができ、内腔２０６の直径は、中間部分２０６ｃに
沿って一定のままにすることができる。別の代替的な実施形態では、直径は、第１の開口
部２０６ａ又は第２の開口部２０６ｂに関係なく中間部分２０６ｃに沿って異なることが
できる。勿論、面積のような他の断面寸法を使用して、内腔２０６の特性を定めることが
できる。
【００３８】
　本体２０４の遠位端２０４ｂには、第２の開口部２０６ｂに近い位置においてプロフィ
ールエッジ２０４ｄを形成することができる。プロフィールエッジ２０４ｄの幾何学形状
は、少なくとも部分的にチューブ型開創器の意図する用途に従って、例えば、開創器の遠
位端２０４ｂが手術部位において係合することができる下にある骨の解剖学的構造に従っ
て形成することができる。例えば、プロフィールエッジ２０４ｄは、本体の遠位端２０４
ｄの周囲に沿って形成された１つ又はそれよりも多くの傾斜及び／又は湾曲切り欠き区画
を含むことができ、この切り欠き区画は、手術部位において骨構造又は他の患者の解剖学
的構造に適合するように構成される。
【００３９】
　開創器２０２は、図１１に示すように、本体２０４の遠位端２０４ｂから、例えば、プ
ロフィールエッジ２０４ｄに沿って遠位に延びる１つ又はそれよりも多くのタブ２１４を
含むことができる。タブ２１４は、チューブ型開創器が手術部位に位置決めされて装着さ
れる時に表皮及び筋系などの後退を補助するように構成することができる。例えば、タブ
２１４は、開創器２０２が手術部位に挿入される時に、骨の解剖学的構造に可撓的に適合
するように構成することができ、骨の解剖学的構造に適合するためにすくうアクションを
行って、そうでなければ手術部位への可視性を遮る可能性がある骨の表面に近接して位置
する物質を後退させることができる。タブ２１４は、本体２０４の遠位端２０４ｂから近
位端２０４ａの方向に上方に延びる一連のスロット２１６によって分離することができる
。スロット２１６の数及び長さは、タブ２１４の可撓性、及び従って適合特性を決めるこ
とができる。開創器本体２０４の材料特性が、望ましいレベルの可撓性を示さない場合、
適切な弾性材料で作られた可撓性幅木２１８の１つ又はそれよりも多くの区画を図１２に
示すようにタブ２１４の代わりに本体の遠位端２０４ｂに取り付けることができる。
【００４０】
　チューブ型患者装着式開創器２０２は、本体２０４を通って延びるほぼ円形の内腔２０
６と、本体２０４の近位端及び遠位端２０４ａ及び２０４ｂの間に延びる真っ直ぐな中間
部分２０４ｃとを含む。しかし、内腔２０６及び本体２０４の形状は、単に例示的な形状
であり、本発明の開示の範囲はこれに限定すべきではないことを認めるべきである。上述
の形状の多くの変形を有するチューブ型患者装着式開創器２０２が可能であり、本発明の
開示の範囲に含まれることを意図している。例えば、内腔２０６の幾何学形状は、楕円形
、正方形、矩形、六角形、又はあらゆる他の形状とすることができ、開創器本体２０４の
幾何学形状は、内腔の幾何学形状に適合することができ、又は本体２０４は、内腔と異な
る幾何学形状（例えば、円形の内腔から正方形の内腔）を有することができ、かつ内腔２
０６の中間部分２０６ｃは、屈曲部、ステップ、湾曲部、異なる幾何学形状、又は幾何学
形状の真直度及び／又は均一性からの他の変形のうちの１つ又はそれよりも多くの区域を
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有することができる。チューブ型開創器２０２の幾何学的特性は、例えば、患者内の特定
の手術部位の位置に従って特定の患者の体格及び／又は解剖学的構造などに従って判断す
ることができる。
【００４１】
　開創器アセンブリ２００は、チューブ型患者装着式開創器２０２に、特に、開創器本体
２０４に接続するように構成された装着ポスト１１５を含むことができる。装着ポスト１
１５は、次に、開創器２０２を患者に装着するために、手術部位にある患者のターゲット
位置１０９に挿入することができる。装着ポスト１１５は、手術部位において患者に取外
し可能に挿入するのに適するあらゆるタイプのファスナ、例えば、骨アンカー、くぎ、及
び椎弓根装着ポストなどとして設けることができる。図示の実施形態によると、装着ポス
ト１１５は、骨アンカー１１６である。好ましい実施形態では、チューブ型開創器２０２
及び装着ポスト１１５は、開創器２０２が装着ポスト１１５に接続される時に、開創器２
０２を装着ポスト１１５の周りで回転可能又は多軸方向に位置決め可能にすることを可能
にするように構成される。装着ポスト１１５に対する開創器２０２の回転可能性は、手術
部位においてその有用性を最大にするのに必要である時に、開創器１０２を外科医が最初
に位置決めし、続いて必要に応じて再位置決めすることを可能にする。代替的な実施形態
では、開創器２０２及び装着ポスト１１５は、手術部位に挿入する前に互いに対して剛的
に固定することができる。
【００４２】
　チューブ型患者装着式開創器２０２の本体２０４は、本体２０４に取り付けられ及び／
又はこれに形成された装着部材２０３を利用して骨アンカー１１６に接続することができ
る。図示の実施形態によると、装着部材２０３は、アンカーレセプタクル２０８である。
アンカーレセプタクル２０８は、近位端及び遠位端２０４ａ及び２０４ｂそれぞれの間で
開創器２０２の本体２０４上にかつ内腔２０６に隣接して形成することができる。アンカ
ーレセプタクル２０８は、近位端２０８ａ、及び近位端２０８ａの反対側の遠位端２０８
ｂを含む。円筒形の内腔２１０は、アンカーレセプタクル２０８の遠位端２０８ｂに形成
される。内腔２１０は、以下でより詳細に説明するアンカーカートリッジ２１２を受け取
るように構成される。代替的な実施形態では、アンカーレセプタクル２０８は、ブレード
型患者装着式開創器１０２のアンカーレセプタクル１０６に形成された開口１０８及びソ
ケット１０６ｃに対して上述のように開口及び／又はその中に形成されたソケットを有す
ることができる。ブレード型患者装着式開創器１０２のロッキングアセンブリ４００に関
して上述したように構成されたロッキングアセンブリは、このような開口に配置すること
ができる。
【００４３】
　アンカーレセプタクル２０８は、本体２０４内に形成することができ、又はそうでなけ
れば本体に取り付けることができる。図示の実施形態によると、アンカーレセプタクル２
０８は、内腔２０６に隣接する位置において本体２０４の遠位端２０４ｂに形成される。
円筒形の内腔２１０は、縦軸線Ａ４からオフセットされた軸線Ａ５に沿ってアンカーレセ
プタクル２０８に形成される。軸線Ａ４及びＡ５の間のオフセットの程度は、チューブ型
開創器の望ましい得られる幾何学形状により、例えば、患者内の特定の手術部位の位置に
従って特定の患者の体格及び／又は解剖学的構造などに従って判断することができる。例
えば、駆動手段により、手術部位においてチューブ型開創器２０２の位置を構成及び／又
は再構成するのに使用する構造にアクセスするために、アクセスチャンネル２０８ｃ及び
２０８ｄをアンカーレセプタクル２０８内に形成することができる。より多いか又は少な
いアクセスチャンネルを必要に応じて形成することができる。アクセスチャンネル２０８
ｃは、内腔２０６の第１の開口部２０６ａから軸線Ａ５に沿って内腔２１０の遠位に延び
る縦方向内腔２０９ａによって形成することができる。アクセスチャンネル２０８ｄは、
係合部材上の内腔２０６の中間部分２０６ｃ内に形成された内腔開口部２０９ｃと係合部
材の下に位置決めされた遠位端２０９ｄとの間に延びる縦方向内腔２０９ｂによって形成
することができる。アンカーレセプタクル２０８は、図示の実施形態により本体２０４の
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遠位端２０４ｂにある内腔２０６に隣接して配置されるが、アンカーレセプタクル２０８
は、代替的に、必要に応じて本体２０４上のあらゆる他の位置に形成及び／又は取り付け
ることができる点に注意すべきである。
【００４４】
　アンカーカートリッジ２１２は、アンカーレセプタクル２０８の内腔２１０で受け取ら
れるように構成される。アンカーカートリッジ２１２は、近位端２２０ａと、近位端の反
対側の遠位端２２０ｂと、外面２２０ｃとを形成するカートリッジ本体２２０を含む。ア
ンカーカートリッジ２１２は、本体２２０を通って延びる開口２２２を形成することがで
きる。ロッキングアセンブリ５００又はロッキングアセンブリ４００のロッキング構成要
素は、アンカーカートリッジ２１２の開口２２２に配置することができる。ロッキングキ
ャップ１３８の相補的ネジ山１４０ｃと係合するように構成された螺旋状ネジ山２２０ｅ
は、アンカーカートリッジ２１２の近位端２２０ａにある開口２２２の表面内に形成する
ことができる。アンカーカートリッジ２１２の遠位端２２０ｂは、近位端２２０ａに対し
て開放され、テーパ付き又はそうでなければ狭くすることができ、それによってソケット
２２０ｄを形成する。一実施形態では、ソケット２２０ｄは、コレット２３２を保持する
ように構成される。代替的に、ソケット２２０ｄは、骨アンカー１１６のヘッド１２０を
保持するように構成することができる。
【００４５】
　アンカーカートリッジ２１２は、アンカーレセプタクル２０８の内腔２１０内で軸線方
向に平行移動するように構成される。好ましい実施形態では、アンカーカートリッジ２１
２の外面２２０ｃは、その上に形成された一連の環状頂部２２４を有する。環状頂部２２
４は、つめ２２６のようなアンカーレセプタクル２０８の内腔２１０内に配置された係合
部材によって係合するように構成される。つめ２２６は、基部２２８を含む。基部は、ア
ンカーレセプタクル２０８の遠位端２０８ｂに形成された開口２２９内で受け取られるよ
うに構成することができる。基部２２８は、例えば、内腔２２８ａを通して挿入されてア
ンカーレセプタクルの遠位端２０８ｂで受け取られたファスナによってアンカーレセプタ
クル２０８に取り付けることができる。つめ２２６は、近位端２３０ａ、近位端２３０ａ
の反対側の遠位端２３０ｂ、及び係合部材２３０ｃを更に含む。係合部材２３０ｃは、ア
ンカーカートリッジが不注意に内腔２１０から後退して出るのを防止するように、アンカ
ーカートリッジ２１２の外面２２０ｃ上に形成された環状頂部２２４と係合するように構
成される。係合部材２３０ｃは、環状頂部２２４と係合するように構成された歯の形状、
又は必要に応じてあらゆる他の形状を有することができる。アーム２３０はまた、近位端
２３０ａの近くに配置された解除タブ２３０ｄを有する。解除タブ２３０ｄは、下向きの
力を解除タブ２３０ｄに印加する時に、アーム２３０及び従って係合部材２３０ｃをアン
カーカートリッジ２１２から離れる方向に偏向させるように構成される。
【００４６】
　図１０～図１５Ｂに示す例示的な実施形態によると、アンカーカートリッジ２１２が、
最初に挿入された近位端２２０ａと共にアンカーレセプタクル２０８の遠位端２０８ｂの
内腔２１０に挿入される時に、アンカーカートリッジ２１２の近位端２２０ａの外面２２
０ｃは、つめ２２６のアーム２３０上の係合部材２３０ｃに干渉し、それによってアーム
２３０の近位端２３０ａをアンカーカートリッジ２１２から離れる方向に外向きに偏向さ
せる。アンカーカートリッジ２１２が更に挿入される時に、係合部材２３０ｃは、環状頂
部２２４の第１のものに入り、その非偏向状態に戻ることになる。この点で、アンカーカ
ートリッジ２１２は、図１５Ａに示すように拡張状態にあることになる。係合部材２３０
ｃは、それが係合する環状頂部２２４と密着することになり、それによってアンカーカー
トリッジ２１２が内腔２１０から不注意に後退して出るのを防止する。アンカーカートリ
ッジ２１２が更に内腔２１０へ進む時に、係合部材２３０ｃは、その後の各環状頂部２２
４に沿って上昇し、アームの近位端２３０ａは、アンカーカートリッジ２１２から離れる
方向に外向きに偏向し、次に、各連続環状頂部２２４の頂点のそばを通るとその非偏向状
態に戻る。最後に、アンカーカートリッジ２１２は、図１５Ｂに示すように内腔２１０に
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完全に挿入される。環状頂部２２４及び相補的つめ２２６は、アンカーカートリッジの軸
線方向平行移動を容易にする単に例示的な実施例であり、本発明の開示の範囲はこれに限
定すべきではない点に注意すべきである。
【００４７】
　好ましい実施形態では、チューブ型開創器２０２及び装着ポスト１１５は、開創器２０
２が装着ポスト１１５に接続される時に、開創器２０２を装着ポスト１１５の周りで回転
可能又は多軸方向に位置決め可能にすることを可能にするように構成される。チューブ型
開創器２０２が装着ポスト１１５、例えば、骨アンカー１１６に接続され、手術部位内に
必要に応じて位置決めされる時に、開創器本体２０４は、アンカーカートリッジ２１２の
開口２２２に配置されたロッキングアセンブリ５００とロックした構成に係合することに
より、装着ポスト１１５に対して固定することができる。例示的な実施形態では、ロッキ
ングアセンブリ５００は、コレット２３２、中間楔２４４、ロッキングキャップ１３８、
並びにコレット２３２及び中間楔２４４を回転可能に固定するペグ２５６を含む図１０～
図１４に示すロッキング構成要素を含む。代替的な実施形態では、ロッキングアセンブリ
５００は、アンカーレセプタクル１０６の開口１０８内に配置されたロッキングアセンブ
リ４００に関して上述したものと類似のロッキング構成要素を含むことができる。特に、
ロッキングアセンブリ５００は、コレット（例えば、コレット１２８、１５４、１５６、
又は２３２）、コレットの選択したものと共に使用することができるロッキングキャップ
１３８、中間楔（例えば、中間楔１４４又は２４４）、及びペグ２５６を含むことができ
る。
【００４８】
　コレット２３２は、近位端２３４ａと、近位端と反対側の遠位端２３４ｂと、凹状内面
２３４ｃと、対向する凸状外面２３４ｄとを形成する環状本体２３４を含む。環状本体２
３４は、近位端及び遠位端２３４ａ及び２３４ｂのいずれかにおけるよりも近位端及び遠
位端の間の位置において大きい直径又は断面寸法を有する球のセグメントの形状を形成す
ることができる。コレット２３２は、近位端２３４ａに形成された１対のノッチ２３６を
有する。ノッチ２３６は、中間楔２４４の下面２４６ｂ上に形成された相補的タブ２５２
と係合するように構成される。
【００４９】
　凹状内面２３４ｃは、骨アンカー１１６のヘッド１２０がコレット２３２に受け取られ
る時に凹状内面２３４ｃが湾曲外面１２２ｃと係合するように、骨アンカー１１６のヘッ
ド１２０の湾曲外面１２２ｃと実質的に適合する球形を形成することができる。ソケット
２２０ｄの内面は、コレット２３２の凸状外面２３４ｄの球状の体積と大きさが実質的に
同じか又は大きさがこれよりも僅かに大きい球状の体積を有する球のセグメントの形状に
構成することができる。環状本体２３４は、環状本体２３４の遠位端２３４ｂ内に形成さ
れた複数の周方向に離間した保持フィンガ２４０を更に含む。保持フィンガ２４０は、周
方向に隣接するフィンガが、遠位端２３４ｂから本体２３４に近位に上方に延びるスロッ
ト２４２によって分離されるように構成される。
【００５０】
　保持フィンガ２４０は、骨アンカー１１６のヘッド１２０を保持するように構成される
。コレット２３２が、骨アンカー１１６のヘッド１２０の上に最初に置かれると、保持フ
ィンガ２４０は偏向し、ヘッド１２０の湾曲外面１２２ｃに沿ってコレット２３２の中心
から外の方向に広がる。フィン２４０の先端が、近位端及び遠位端１２２ａ及び１２２ｂ
の間の最大直径を有する湾曲外面１２２ｃの一部分を超えて移動すると、フィンガ２４０
は、元の形状に「スナップ式」に戻り、従って、スナップ装着を通じてコレット２３２内
に骨アンカーのヘッド１２０を解除可能に保持する。ソケット２２０ｄの球状の内面は、
骨アンカー１１６のヘッド１２０上の所定位置へのコレット２３２のスナップ装着に適合
するように十分な大きさにされ、一方、コレット２３２から骨アンカー１１６を取り外す
ために、コレット２３２及び骨アンカー１１６は、アンカーカートリッジ２１２内に配置
される。
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【００５１】
　ロッキングアセンブリ５００は、アンカーカートリッジ２１２の開口２２２にコレット
２３２を保持するロッキングキャップ１３８及び中間楔２４４を更に含むことができる。
中間楔２４４は、コレット２３２とロッキングキャップ１３８の間の位置でアンカーカー
トリッジ２１２の開口２２２内に配置することができる。中間楔２４４は、本体２４６の
近位端にある上面２４６ａ及び本体２４６の遠位端にある対向する下面２４６ｂを形成す
るほぼ円筒形状の本体２４６を含む。本体２４６は、本体２４６の近位端にある上面２４
６ａの中心から上方に延びる隆起カラー２４８を更に含む。カラー２４８は、ロッキング
キャップ１３８の縦方向開口１４０ｄ内で受け取られるように構成される。縦方向開口２
５０は、隆起カラー２４８及び本体２４６を通して形成することができ、開口２５０の直
径は、ガイドワイヤが通過できるほど十分に大きい。中間楔２４４は、本体２４６の下面
２４６ｂから遠位方向に下向きに延びる１対のタブ２５２を含む。タブ２５２は、コレッ
ト２３２のノッチ２３６と係合するように構成される。中間楔２４４は、上面及び下面２
４６ａ及び２４６ｂの間の位置で楔本体２４６に形成された半径方向開口２５４を形成す
ることができる。
【００５２】
　ロッキングアセンブリ５００は、開口２２２内のコレット２３２及び中間楔２４４の軸
線方向回転を防止するようにコレット２３２及び中間楔２４４が開口２２２に配置されて
互いに係合する時に、アンカーカートリッジ２１２に形成されて半径方向開口２５４に受
け取られたスロット２２０ｆに挿入することができるペグ２５６を更に含む。ペグ２５６
は、アンカーカートリッジ２１２がアンカーレセプタクル２０８の骨アンカー２１０に挿
入される時に、ペグの先端が、内腔２１０に形成されてアンカーレセプタクル２０８の遠
位端２０８ｂから近位方向に上方に延びる縦方向溝２５７内に摺動可能に係合するように
、ペグ２５６が隆起開口２５４内に着座される時にペグ２５６の先端がスロット２２０か
ら突出するように構成することができる。ペグ２５６の先端が縦方向溝２５７内に配置さ
れる時に、内腔２１０に対してアンカーカートリッジ２１２及び従ってコレット２３２、
並びに中間楔２４４の軸線方向回転が防止される。更に、ペグ２５６は、図１４に示すよ
うに、ペグがスロット２２０ｆに配置されて半径方向開口２５４で受け取られる時に、ア
ンカーレセプタクル２１２内のコレット２３２及び中間楔２４４の軸線方向平行移動を制
限するように構成することができる。
【００５３】
　ブレード型患者装着式開創器１０２、特に、コレット１２８、１５４、及び１５６、並
びに中間楔１４４を参照して上述したロッキングアセンブリ４００は、コレット２３２及
び中間楔２４４の代わりに、アンカーカートリッジ２１２の開口２２２内に配置すること
ができる点に注意すべきである。同様に、チューブ型患者装着式開創器２０２、特に、コ
レット２３２及び中間楔２４４を参照して上述したロッキングアセンブリ５００は、コレ
ット１２８、１５４、及び１５６、並びに中間楔１４４の代わりに、アンカーレセプタク
ル１０６の開口１０８内に配置することができる点に注意すべきである。
【００５４】
　チューブ型患者装着式開創器２０２を使用する例示的な方法において、装着ポスト１１
５、例えば、骨アンカー１１６は、患者のターゲット位置１０９に挿入される。次に、チ
ューブ型開創器２０２は、骨アンカー１１６のヘッド１２０に接続することができる。ア
ンカーレセプタクル２０８は、本体２０４の遠位端２０４ｂに配置することができる。ア
ンカーレセプタクル２０８は、内腔２１０に保持されたアンカーカートリッジ２１２を含
むことができる。アンカーカートリッジ２１２は、ロッキングアセンブリ５００の構成要
素を保持することができる。チューブ型患者装着式開創器２０２の配備を助けるために、
ガイドワイヤの挿入を通じて骨アンカーに対する望ましい挿入点を最初に位置付けること
が望ましいとすることができる。次に、骨アンカー１１６の管状バージョンが、ガイドワ
イヤの上で手術部位に挿入され、骨アンカーの軌道をそれが所定位置に押し込まれる時に
案内することができる。ガイドワイヤはまた、アンカーカートリッジ２１２及びその中の
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ロッキング構成要素を通過し、骨アンカーのヘッドとのコレットのアラインメントを案内
するのに使用することができる。
【００５５】
　開創器２０２は、骨アンカー１１６のヘッド１２０の上にアンカーカートリッジ２１２
に配置されたコレット２３２をスナップ装着することによって骨アンカー１１６に接続す
ることができる。開創器本体２０４が、骨アンカー１１６のヘッド１２０に接続される時
に、開創器２０２は、骨アンカー１１６のヘッド１２０の周りで回転可能に位置決め可能
である。開創器２０２はまた、アンカーカートリッジ２１２の上で軸線方向に平行移動可
能である。開創器２０２は、下向きの力を開創器本体２０４に印加することにより手術部
位、例えば、ターゲット位置１０９において下にある解剖学的構造の近くに移動すること
ができ、アンカーカートリッジ２１２を内腔２１０内に進められる。アンカーカートリッ
ジ２１２は、下向きの力を解除タブ２３０ｄに印加することにより、例えば、アクセスチ
ャンネル２０８ｄに挿入された器具によって内腔２１０から後退して出ることができ、つ
め２２６のアーム２３０、及び従って係合部材２３０ｃをアンカーカートリッジ２１２か
ら離れる方向に偏向させ、環状リング２２４から係合解除させる。次に、開創器２０２は
、内腔２１０から後退して出ることができ、又は開創器本体２０４上に持ち上げることに
よってターゲット位置１０９から離れる方向に平行移動することができる。ターゲット位
置１０９にある手術部位内に開創器２０２を位置決めする時に、開創器２０２と共に使用
するように構成された１つ又はそれよりも多くの拡張器を使用して、手術部位から患者の
解剖学的構造を最初に後退させることができる。
【００５６】
　ここで特に図１６～図１８を参照すると、チューブ型開創器２０２が、手術部位に望ま
しいアクセス入口を提供するように位置決めされた状態で、開創器本体２０２は、ロック
した構成にロッキングアセンブリ５００を起動させることによって骨アンカー１１６に対
して位置的に固定することができる。１つの実施例において、駆動手段を開創器２０２の
アクセスチャンネル２０８ｃに挿入することができ、回転駆動力をロッキングキャップ１
３８に印加することができ、それによってロッキングキャップ１３８をコレット２３２の
方向にアンカーカートリッジ２１２内で遠位又は下向き方向に進める。前進するロッキン
グキャップ１３８は、下向きの力を中間楔２４４に伝達し、中間楔２４４がアンカーレセ
プタクル２１２内で下向き方向に進めるようにする。中間楔２４４が下向き方向に進む時
に、中間楔２４４のタブ２５２は、コレット２３２のスロット２３６と係合し、下向きの
力を中間楔２４４からコレット２３２に伝達し、それによって保持フィンガ２４０をアン
カーカートリッジ２１２の遠位端２２０ｂにあるソケット２２０ｄの内面に干渉させ、か
つ骨アンカー１１６のヘッド１２０の周囲で圧潰させ、それによってコレット２３２と骨
アンカー１１６の間のクラッシュロックを通じて骨アンカー１１６のヘッド１２０に対し
て所定位置にアンカーレセプタクル及び従って開創器本体２０４を固定する。
【００５７】
　処置を行う外科医が、処置中にチューブ型患者装着式開創器２０２を再位置決めするこ
とが望ましい場合、ロッキングアセンブリ５００の起動中に印加されたものと反対方向の
回転駆動力を印加し、ロックしていない構成にロッキングアセンブリ５００を解除するこ
とができ、それによって開創器２０２を骨アンカー１１６に対して多軸方向に位置決め可
能にすることができる。開創器２０２は、下向きの力をつめ２２６の解除タブ２３０ｄに
印加することによってアンカーカートリッジ２１２に対して更に軸線方向に平行移動する
ことができる。開創器２０２を必要に応じて再位置決めする時に、ロッキングアセンブリ
５００は、骨アンカー１１６のヘッド１２０に対して所定位置に開創器本体２０４を再ロ
ックするように、上述のようなそのロックした構成に再び起動することができる。チュー
ブ型患者装着式開創器２０２は、ロッキングアセンブリ５００を解除して上向きの力を開
創器本体２０４に印加することによって手術部位から取り外すことができ、それによって
コレット２３２を骨アンカー１１６のヘッド１２０から係合解除させる。次に、骨アンカ
ー１１６は、手術部位から取り外すことができ、又は例えば底部装荷式椎弓根スクリュー
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アセンブリの骨アンカー要素として再利用することができる。この例示的な方法は、チュ
ーブ型患者装着式開創器２０２に関連して説明するが、単一処置中にチューブ型患者装着
式開創器２０２と共にブレード型患者装着式開創器１０２を使用することができる点に注
意すべきである。例えば、処置が、複数のターゲット位置１０７及び／又は１０９への切
開を必要とする場合、１つ又はそれよりも多くのブレード型開創器１０２をターゲット位
置１０７に配置することができ、一方、チューブ型開創器２０２は、ターゲット位置２０
９に配置することができる。
【００５８】
　様々なキット、例えば、特定の処置のために組み立てられた手術用キットを提供するこ
とができ、これらは、本明細書に開示する患者装着式開創器アセンブリ１００、２００、
及びシステムの１つ又はそれよりも多くの構成要素を含むことを認めるべきである。キッ
トの構成要素は、同じに又は異なるように構成することができる。例えば、単一キット内
に様々なブレード型患者装着式開創器１０２を提供することができ、これらは、例えば、
外科医によって行われている処置のタイプに応じて、患者内の特定の手術部位の位置に応
じて、患者の体格及び／又は解剖学的構造に応じてなどで、異なる開創器本体の幾何学形
状、異なる製造の材料、異なるロッキングアセンブリの構成要素を有するか又は持たない
場合があり、アンカーレセプタクルを含むか又は含まない場合があり、アンカーカートリ
ッジを受け取るためのアンカーレセプタクル内に内腔を有するか又は持たない場合があり
、その上に形成された１つ又はそれよりも多くのフランジを有するか又は持たない場合が
あり、フランジの遠位端に形成されたタブを有するか又は持たない場合があり、フランジ
の遠位端にロックされた可撓性幅木の１つ又はそれよりも多くの区画を有するか又は持た
ない場合がある等々である。代替的に、キットは、複数の同一のブレード型患者装着式開
創器１０２で構成することができる。別の単一キット内に様々なチューブ型患者装着式開
創器２０２を提供することができ、これらは、例えば、外科医によって行われている処置
のタイプに応じて、患者内の特定の手術部位の位置に応じて、患者の体格及び／又は解剖
学的構造に応じてなどで、異なる開創器本体の幾何学形状及び／又は異なる内腔の幾何学
形状、異なる高さ、異なる製造材料、異なるロッキングアセンブリの構成要素を有するか
又は全く持たず、アンカーレセプタクルを含むか又は含まない場合があり、アンカーカー
トリッジを受け取るためのアンカーレセプタクル内に内腔を有するか又は持たない場合が
あり、開創器本体の遠位端に形成されたタブを有するか又は持たない場合があり、開創器
本体の遠位端にロックされた可撓性幅木の１つ又はそれよりも多くの区画を有するか又は
持たない場合がある等々である。代替的に、キットは、複数の同一のチューブ型患者装着
式開創器１０２で構成することができる。
【００５９】
　キットはまた、個々の患者装着式開創器アセンブリ１００、２００の構成要素がキット
に含まれるのに関連して個別に構成することができる。例えば、単一キットは、様々な構
成及び／又は幾何学形状のうちの１つ又はそれよりも多くのブレード及びチューブ型患者
装着式開創器、様々なロッキングアセンブリの構成要素、様々なタイプの装着ポスト、例
えば、多軸ヘッドを有する様々な長さの骨アンカー、拡張器、及び様々な長さ及び／又は
直径のガイドワイヤなどを含むことができる。例示的なキットはまた、駆動手段を含むこ
とができる。
【００６０】
　ブレード及びチューブ型患者装着式開創器を好ましい実施形態又は好ましい方法を参照
して本明細書に説明したが、本明細書で使用された単語は、限定する単語ではなく、説明
及び例示の単語であることを理解すべきである。例えば、ブレード型患者装着式開創器に
関して上述した様々な構造、特徴、及び方法は、チューブ型患者装着式開創器に関して上
述した様々な構造、特徴、及び方法と組み合せるか又はそうでなければこれらと一体化す
ることができること、かつ同様にチューブ型患者装着式開創器に関して上述した様々な構
造、特徴、及び方法は、ブレード型患者装着式開創器に関して上述した様々な構造、特徴
、及び方法と組み合せるか又はそうでなければこれらと一体化することができることを認
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めるべきである。更に、ブレード及びチューブ型患者装着式開創器は、特定の構造、方法
、及び／又は実施形態を参照して本明細書に説明したが、本発明の開示の範囲は、これら
の詳細に限定するように考えられているものでなく、むしろブレード及び／又はチューブ
型患者装着式開創器の全ての構造、方法、及び／又は用途に拡張するようになっている点
に注意すべきである。本明細書の教示の恩典を受ける当業者は、本明細書で上述したよう
なブレード及び／又はチューブ型患者装着式開創器及びこれらの対応するアセンブリ対し
て多数の修正を達成することができ、かつ例えば特許請求の範囲に示すような本発明の開
示の範囲及び精神から逸脱することなく変更を行うことができる。
【符号の説明】
【００６１】
１００　患者装着式開創器アセンブリ
１０２　ブレード型開創器
１０４　開創器本体
１１５　装着ポスト
１１６　骨アンカー

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】
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